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「最良執行方針」の改定  
（下線部分変更）  

新  旧  

この最良執行方針は、金融商品取引法第40

条の２第1項の規定に従い、お客様にとって最

良の取引の条件で執行するための方針及び方

法を定めたものです。 

当社では、お客様から国内の金融商品取引所

市場に上場されている有価証券の注文を受託

した際に、お客様から取引の執行に関するご指

示がない場合につきましては、以下の方針に従

い執行することに努めます。 

 

１．対象となる有価証券 

（現行どおり） 

 

２．最良の取引の条件で執行するための方法 

当社においては、お客様からいただいた注

文に対し当社が自己で直接の相手となる売

買は行わず、すべて委託注文として取次ぎま

す。 

(1) 上場株券等 

当社においては、お客様からいただいた

上場株券等に係る注文はすべて国内の

金融商品取引所市場に取次ぐこととし、

ＰＴＳ（私設取引システム）への取次ぎ

を含む取引所外売買の取扱いは行いま

せん。 

①    （現行どおり） 

② ①において、委託注文の金融商品取引

所市場への取次ぎは、次のとおり行い

ます。 

(a)   （現行どおり） 

(b)複数の金融商品取引所市場に上場

（重複上場）されている場合には、

当該銘柄の執行時点において、㈱

QUICK社の情報端末（当社の本支店の

店頭で御覧いただけます。）において

対象銘柄の証券コードを入力して検

この最良執行方針は、金融商品取引法第40

条の２第1項の規定に従い、お客様にとって最

良の取引の条件で執行するための方針及び方

法を定めたものです。 

当社では、お客様から国内の金融商品取引所

市場に上場されている有価証券の注文を受託

した際に、お客様から取引の執行に関するご指

示がない場合につきましては、以下の方針に従

い執行することに努めます。 

 

１．対象となる有価証券 

（省 略） 

 

２．最良の取引の条件で執行するための方法 

当社においては、お客様からいただいた注

文に対し当社が自己で直接の相手となる売

買は行わず、すべて委託注文として取次ぎま

す。 

(1) 上場株券等 

当社においては、お客様からいただいた

上場株券等に係る注文はすべて国内の

金融商品取引所市場に取次ぐこととし、

ＰＴＳ（私設取引システム）への取次ぎ

を含む取引所外売買の取扱いは行いま

せん。 

①    （省 略） 

② ①において、委託注文の金融商品取引

所市場への取次ぎは、次のとおり行い

ます。 

(a)   （省 略） 

(b)複数の金融商品取引所市場に上場

（重複上場）されている場合には、

当該銘柄の執行時点において、㈱

QUICK社の情報端末（当社の本支店の

店頭で御覧いただけます。）において

対象銘柄の証券コードを入力して検
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索した際に、最初に株価情報が表示

される金融商品取引所市場（当該市

場は、同社所定の計算方法により一

定期間において最も売買高が多いと

して選定されたものです。）に取次ぎ

ます。＊なお、選定した具体的な内

容は、当社ホームページ

（http://www.secjp.co.jp/）で掲載

するものにおいてお示しするほか、

当社の本支店にお問い合わせいただ

いたお客様にはその内容をお伝えい

たします。 

当社のシステムを通じたインター

ネット取引では、注文入力画面に当

該 銘 柄 の主 市 場 が自 動 的 に表 示 さ

れ、お客様のご注文を当該主市場へ

取次ぎます。なお、お客様のご意思

で執行市場を変更される場合には、

プルダウンにより表示された他の金

融商品取引所市場への変更操作が可

能となっております。 

 

 

 

 

(c)   （現行どおり） 

(2)     （現行どおり） 

 

３．当該方法を選択する理由 

（現行どおり） 

 

４．その他 

 (1) 次に掲げる取引については、２．に掲げ

る方法によらず、それぞれ次に掲げる方

法により執行いたします。 

  ①    （現行どおり） 

  ② 単元未満株の取引 

単元未満株を取扱っている金融商品

取引業者に取次ぐ方法 

索した際に、最初に株価情報が表示

される金融商品取引所市場（当該市

場は、同社所定の計算方法により一

定期間において最も売買高が多いと

して選定されたものです。）に取次ぎ

ます。＊なお、選定した具体的な内

容は、当社ホームページ

（http://www.secjp.co.jp/）で掲載

するものにおいてお示しするほか、

当社の本支店にお問い合わせいただ

いたお客様にはその内容をお伝えい

たします。 

当社のシステムを通じたインター

ネット取引では、注文入力画面に当

該 銘 柄 の主 市 場 が自 動 的 に表 示 さ

れ、お客様のご注文を当該主市場へ

取次ぎます。なお、お客様のご意思

で執行市場を変更される場合には、

プルダウンにより表示された他の金

融商品取引所市場への変更操作が可

能となっております。 

コールセンター取引での注文の執

行市場につきましては、お客様から

のご指示がない場合には、主市場へ

取次ぎます。 

(c)   （省 略） 

(2)     （省 略） 

 

３．当該方法を選択する理由 

（省 略） 

 

４．その他 

 (1) 次に掲げる取引については、２．に掲げ

る方法によらず、それぞれ次に掲げる方

法により執行いたします。 

  ①    （省 略） 

  ② 端株及び単元未満株の取引 

端株及び単元未満株を取扱っている

金融商品取引業者に取次ぐ方法 
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  ③ 
～     （現行どおり） 

  ⑥ 

 

 (2)     （現行どおり） 

 

４．その他 

（現行どおり） 

 

 

附  則 

 

この変更は平成２０年９月１日より施行する

この変更は平成２１年４月１日より施行する

  ③ 

～     （省 略） 

  ⑥ 

 

 (2)     （省 略） 

 

４．その他 

（省 略） 

 

 


